
1 

 

 

平成３１年度 みやび認定こども園 

＜１号認定募集要項＞ 

 

１ 募集対象施設 

  名 称：みやび認定こども園（保育所型）  

  所在地：那覇市安謝１丁目８番２４号 

  ＴＥＬ：０９８－９４１－５５６７ 

 

２ 申し込み条件 

（１）対象児童の年齢が、下記の対象クラス要件に該当すること 

   ①３歳児クラス（うみ組） 

    平成２７年４月２日～平成２８年４月１日生まれ 

 

②４歳児クラス（そら組） 

    平成２６年４月２日～平成２７年４月１日生まれ 

 

③５歳児クラス（たいよう組）  

平成２５年４月２日～平成２６年４月１日生まれ 

 

（２）保護者等が児童を当該施設に送迎できること 

 

 （３）法人理念、教育保育目標等の経営方針を理解し賛同できること 

 

 （４）認定こども園は、子ども・子育て支援法により「学校」扱いとなり、近隣の安謝小学校に

合わせて春～冬休みが設定されています。基本的にその期間は、お休みになることをご理解

ください。 

 

３ 定員及び募集人員  

クラス 定員 募集人員 

３歳児   うみ組 ５名 募集定員に達しました。 

４歳児   そら組 ５名 ２名 

５歳児 たいよう組 ５名 ３名 

 

※ １号認定児童の教育・保育は２号児童と同一の保育室で行います。 
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４ 保育料等について 

 （１）入園料はありません。 

 （２）教育標準時間分（8:15～14:00）の利用者負担額は、那覇市が定めた所得に応じた金額に

なります。適切な保育料の算定に関して、那覇市の算定事務に沿って行われますのでご理解

ください。 

  

（３）預り料は、保育料と別に料金がかかります。 

   ①月～金 １４：００～１８：００ 日額４００円 

    土曜日 １号認定児童は基本的にお休みです。 

         ８：１５～１４：００ 日額４００円 

        １４：００～１８：００ 日額４００円 

 

② 下記休業日の１号認定は基本的にお休みです。必要に応じて利用する場合は別途料金が

かかります。（３）①をご参照ください。 

・春期休業  ４月１日～４月５日 

・夏期休業  ７月２１日～８月２５日 

・秋期休業  １０月の第２月曜日の直後の火曜日から１０月の 

第２月曜日直後の金曜日まで 

・冬期休業  １２月２６日から翌年の１月４日まで 

・学年末休業 年末３月１６日から３月３１日まで 

 

（４）給食費について 

    月額５，０００円（日割りはありません） 

 

（５）延長保育について 

   月額２，５００円または一回３００円 

月～土 １８：００～１９：００まで利用可能です。 

 

（６）その他 

   ・保護者会費  一世帯月額５００円 

   ・絵本代    月額３００円～４５０円程度（希望者のみ） 

   ・物品代などは、必要に応じて別途ご案内しています。 

 

 ※ 保育料等は、基本的に口座振替を利用して徴収致します。 

 

５ 申し込み方法 

 （１）要項などの配布について 

   ①配布期間 平成 30年 10月～10月 31日（水） 

   ②配布場所 みやび認定こども園 

   ③配布時間 9:00～17:00 
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 （２）書類受付について 

   ①受付期間 平成 30年 11月 1日～11月 30日（金） 17：00まで 

         ※ 土日・祝日を除く 

    ②受付場所 みやび認定こども園 

    ③提出書類 2019 年度 支給認定申請書（1号・2号・3号）兼施設利用申込書 

（３）選考条件について 

  ①社会福祉法人雅福祉会に在園している児童（2号から 1号認定への変更等） 

  ②兄弟・姉妹が社会福祉法人雅福祉会に在園中の方、連携施設卒園者 

  ③那覇市内在住者 

  ④法人理念、教育保育方針への理解、１号認定募集要項を十分理解していること 

 

（４）その他 

  ①受付期間中に定員に達した場合は、その時点で募集を終了いたします。 

  ②定員に達し募集締め切り後に、定員に空きが出た場合はホームページ等で再度定員に達

するまで募集を行います。 

 

６ 入園の内定について 

 （１）入園内定が決定した場合は、内定通知書を送付致します。 

 

（２）必要な書類は予め送付、または面接時にお渡しいたしますので、書類などの準備をお

願いします。 

 

７ 面接等について 

 （１）内定を受けた児童と保護者は、みやび認定こども園で一緒に面接を行います。 

   面接日の詳細は、後日改めてお知らせ致します。 

 

 （２）お子さんの健康状態や発達の状況などについて、面接時に詳細をお尋ねさせてくださ

い。 

 

８ ご注意いただきたい点 

 （１）内定通知を受け取り後、ご事情により辞退する場合は早めにこども園へ連絡ください

ますようご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

 （２）入園日までに保護者または、対象児童が申し込み条件を満たさなくなった場合は、原

則として内定を取り消しさせて頂きます。 

 

 （３）保育料等について、２月以上滞納した場合は利用停止措置を取る場合があります。 


